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価値的対立の超越論的目的論的還元

永 井 俊 哉

事象と価値の特定の述定関係は,我々に先与的 ･超越的に,さながら事象そ

のものの性質であるかのように現出する｡そのために従来,現象学的倫理学者

は,《実質的アプリオリ》としての価値本質の受動的直観に白足 してきた｡ し

かしだからといって,メタ倫理学を批判する解釈学者が主張するように,事実

から価値は切り離されず,両者は一体であるとは言えない｡例えば眼前に生起

したある行為は,私にとって ｢美しいJ素晴らしい･称賛に値する｣という価

値感情と一体となっているとする｡この即日的な段階においては,私にとって

｢私にとって｣が意識されていない｡ところがいまそこにある他者が現れ,そ

の行為を指示しつつ ｢醜い･くだらない･罵倒に値する｣というような述定を

行ったとするOもし,事実と価値が一対一対応の関数関係にあるとするならば,

価値が異なることは事実が異なることを意味するので,彼は異なった対象を指

示していることになるOもしもそうだとすれば,一般に (つまり価値のみなら

ず意味に関しても)妥当性要求の争いは同一主語に矛盾した述語を帰属させる

ことによって生じるのだから,私は彼と論争する必要はないはずである｡しか

し今の場合,私は自分の述定に根拠を与えてそれを正当化しつつ,なぜ君はあ

の美しい･素晴らしい･称賛に値する行為に ｢醜い･くだらない･罵倒に値す

る｣などというような述定を行うのかね? と問い質すのではないだろうかE,

もちろん指示対象に相違を見出して争いを回避することもあるであろう｡例

えば私はその行為の美しい動機を讃めたのに対して,後から来た彼はその行為

の結果だけを見てけなした場合とか,同じ行為を主語にしている場合でも,臥

は封建的な家庭に育ったが,彼はリベラルな雰囲気の家庭に育ったというよう

に (判断者の心的状態をも含めた)指示 〝対象"を振り分ける時には争いは生
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じないOでは常にこのような振り分けが可能かと言えば,そうではなく,相互

に譲り合わない和解不可能な争いが世の中にあることは否定できない｡そして

このことは事実即価値ではないことを示している｡パラダイムの相対性の自覚

が直観主義者をしておのれの規範の超越論的基礎付けを動機付けるのである｡

本稿では,遺元 ･構成 ･破壊という超越論的現象学的方法を超越論的目的論的

還元 ･構成 ･破壊 (存んに超越論的目的論的遼元と略する)として捉え返しつ

つ,超越論的現象学的倫理学が解決しえなかった価値的対立の問題を超越論的

目的論の立場から解決を試みようとするものである｡

第一節 超越論的 目的論的還元

倫理学の創始者アリストテレスは,いま言った意味での直観主義者であった

と思われる｡彼は,実体主義的な価値観に基づいて徳目の記述を行う点でシェー

ラー--ルトマンなどの現象学的ないし現相論的な実質的価値倫理学の祖でも

あったように思われる｡そこでまず手始めにアリストテレスの倫理学を検討し

てみよう｡人生経験豊かな大人アリストテレスは,哲学的には実体主義的であっ

たにもかかわらず,徳の相対性をよく心得ており,例えば ｢勇敢｣という徳が

｢無謀｣という悪徳と表裏一体であることを見抜いている｡だが徳の価値はあ

くまでも客観において完結すると考える彼は,_両者の差を事象の事実的相違に

よって区別しようとするOすなわち ｢勇敢｣は,中庸の徳として ｢無謀｣ と

｢臆病｣という過超と不足の中間に位置する,と考えられるのである｡｢それ故

"徳"は,その実体に即して言えば,またその本質を言い表す定義に即して言

えば "中庸"､であるが,しかしその最善性とか "善さ"とかに即して言うなら

ば,それは却って "頂極"に他ならないのである｣(1)｡図解すると次のように

なる: 勇敢(中

註
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のではなくて ｢無謀｣の方に近いというアリストテレスの見解を考慮

してのことである｡

無謀と臆病という両極端は,なるほど ｢いかなるものも恐れず,いかなるも

のにも向かって進んで行く｣人は無謀であり,｢あらゆるものを逃避 し,あら

ゆるものを恐怖して何事にも耐えない｣人は臆病である,rというように事実的

に区別されようが,果たして同様に勇敢が両者の 《事実的》中間であると言え

るだろうか? ここでアリストテレスの価値客観主義は行き詰まるように見え

る｡勇敢の具体的規定という段取りになると,彼は ｢然るべき事柄を,然るべ

き目的のために,然るべき仕方で,然るべき時に｣｢事柄の値するところに応

じて,理 (ことわり)の命ずるであろうような仕方で｣という空虚な条件しか

与えることができないのである(戸)O事実と価値の帝離をより明確に暴露する

ためには,事実的に同一の行為が勇敢とも無謀とも取れるような例を示せばよ

い｡アリストテレスによれば ｢優れた意味において勇敢な人と言うべきは,う

るわしき死について,またおよそたちまちのうちに死を招来する如き事柄につ

いて恐れるところのない人に他ならない｡こうした事態の最たるものは,だが

戦いにおけるそれであろう｣(3)とのことであるので,特攻隊を例にとって考え

てみよう｡特攻隊に志甑して敵国艦隊に体当りするという行為は,戦中の帝国

臣民にとっては勇敢に見えようが,今の我々にとっては無謀としか恩えない｡

この相違を,現代の日本人は戦中の日本人よりも身の危険が少ないので,勇敢

な行為が相対的に無謀に見える,というように程度の差として説明するには無

理がある｡そこには普通我々が 《観点の相違》と呼んでいるものがある｡問題

はこ′の事象の中に見出すことのできない相違を何に帰属させるかである｡ ㌔

さてある特攻隊員は命が惜しくなり,(うまく行けばの話だが)隊を離れて

中立国に亡命したとしよう｡帝国臣民はこれを臆病な,破廉恥極まりない国賊

的行為として罵倒するに遵いないが,そうは考えない今の我々は彼の行為をな

んと形容したらよいであろうか? アリストテレスの三項図式に従うならば,

高く評価する以上は彼の行為を勇敢と呼ばなければならないのだが,これは一一

もし当人がそれを "ファシズムへの挑戦"と称して開き直るならともかくとし

て一一言葉の意味に反する｡かくして我々は,無謀でも勇敢でもない臆病でも

ない ｢慎重｣という第四項を必要とするようになる｡この第四項を加えること
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によって,アリストテレスの三項図式は次のように(4)修正される:

一 丁:: ∴ .

この四項図式においては,左と右の事実の相違と上と下の価値の相違が完全

に区別されている点に注意したいOその構造は次の一般図式 :

､∴二∴~:二 ∴ 二

において明確となる｡直観主義者の価値の地平は,①の図式で言えば ｢勇敢

(S･W)か腺病 (～S･～W)か｣というようなく- で示された二項図式に

よって表現されているのであって,そこでは事実の相違 (Sと～S)が,その

まま価値の相違 (Wと～W)になっている｡この点アリストテレスの三項図式

は,素朴な直観主義者の実体主義的な二項図式から関係主義四項図式への過渡

的段階であったと言うことができよう｡いやそれどころか彼の徳目の叙述の中

には,三項図式の不十分さに気が付いていたのではないのかと思われる個所す

ら見出されるのである:｢我々は,名誉心の強い人を名誉を希求するにあたっ

て希求すべきものを越えて希求してはならないところから希求するものとして

非難し [S･～W],また名誉心のない人を美しい行為によって名誉を与えら

れることさえ望まないものとして非難する [～S･～W],そしてある時は,

我々は名誉心の強い人を男らしい,美しい行為を好む人として称賛し [S･W],

ある時は,名誉心のない人を身の程を弁えた節度ある人として称賛する､[～S･
W]｣(5)｡アリストテレスは,結局この場合中庸は無名称であると言って逃げ

てしまうのだが,彼の当面した問題は次の四項図式によって最もよく理解され

うる:

∴ .二子二 ∴ ~
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アリストテレスが列挙しているこれ以外の中庸の徳目の三項図式をも我々の四

項図式に変換しておこう:

③ 肉体的快楽に関して *芸芸> < 霊芝覚

④ 財貨の使用に関して 悪霊X 芸芸約

⑤ 財貨の相 に関して ･霊…> < /諾 素

⑥ 怒りの情念に関して *霊霊 > < 霊芝け

⑦ 社交 .交際に関して 無芸霊X 孟芸霊り

⑧ 自己評価に関して 霊芸X 芸警

⑨ 交歓 .冗談に関して 慧TEX 芸芸面目

註 ･新たに加えられた第四項には*が付けられている｡中庸が無名

称であるとされる場合でもアリストテレスの叙述から推し量った｡

このような徳目/価値の四項分節に接して我々は当惑する｡価値客観主義-

価値実体主義の立場に立つ限り,(1)同一事象に対立する価値が述定された

り (SトW･～W),(2)相互背反的な事象が ｢善い｣の基準になったりする

(W卜S･～S)不合理が生じるからである｡この矛盾を回避するに収,
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(1) S,Zlト W ･ S,Z2ト ～W

(2) W,Zlト S: W,Z2ト ～S

なる振り分けが必要なのだが,との変項ZはSを手段とする目的で,WはSに

内在する実体概念では.なくてSとZの関係概念である,と我々は主張 したい｡

もしこのZで主観的な心的状態が理解されるならば,それは ｢蓉食う虫も好き

好き｣という不可知論的主観主義が帰結するであろう｡これに対 して我々は,

客観的当為を導出することができる｡しかしある目的を客観的と称するために

は,その目的を根源的で間主観的に承認された目的によって正当化しなければ

ならない｡かくして目的論的還元が始まる｡我々は自然的態度における価値の

超越的実在措定を括弧に入れて,価値の根拠-目的を問い遡らなければならな

い｡

しかしその前に,我々の目的論的還元とフッサールの現象学的還元との関係

について言及しなければならない｡目的意志的行為が一種の志向性を持つこと

はフッサールも認めところである ･｢未来へと向けられた意志は創造的な志向

[schopferischeIntention]であり,実行行為において "充実"される｣(6)｡

そしてこの未来完了形の実行行為は (接続法第二式のたんなる既望文とは異なっ

た)接続法第-式の 《Eswerde- !》なる事態へと向けられた志向性の実的

成素である｡ただ意志の志向性は時間区間 (ZeltStreCke)を持っという点で

知覚の志向性とは異なる｡もちろんWahrnehmen-Wahrgenommenesの志向

性においても,後者で超越的対象が考えられているならば,両者の間には時間

的な diffeJrenceがあることになろうが,内在的意識の領域に留まるなら,意

識作用 (ノエシス)と意識内容 (ノエマ)は同時である(7)｡カントも言 うよ

うに,知覚としての相互作用は同時なのである(8)｡だがもし内在的意識を超

越して 《本質洞察》へと係わろうとするならば,アリストテレスが言うように,

認識は ｢まさにそれであったところのもの TbTiか182L･αEJを志向しな

ければならない｡Wesenistwasgewesenist(Hegel).目的意志的行為は一

種の志向性を持っのだが,逆に志向性もその本質的構造において目的論的なの

であるo志向性の現象学は超越論的哲学を帰結するのだが,超越論的哲学とは

目的論に他ならないので,したがって現象学的還元-超越論的遼元-目的論的



価値的対立の超越論的目的論的還元 71

還元であることが肯首されよう｡

目的論的還元の第一段階は形相的還元である.価値の個別的直観から本質が

観取され,領域的形相学の立場から個体一種一類へと類的普遍化が遂行されるo

そして最高価値轍の総体からそれのノエシス的相関者への視線の転化が第二段

階の,というよりも狭義の目的論的還元である超越論的還元にlj:る｡ フッサー

ルはさらに第三段階の現象学的還元とでも言うべき ｢間主観的還元｣(9)を考案

する｡カントが言うように,各人格は ｢二重の態度において｣(ibid)他の人

格を一方ではたんに手段として,だが他方では ｢同時に目的として｣ も扱 う｡

たんに目的の体系が間主観的に承認されるだけでなく,間主観性自体か目的の

体系として定義されるOだがこれは構成と破壊で論じることにしたいo還元の

モデルとして次のようなものが考えられる:

超越論的還元

形相的還元

引

G 直垂亘 画 -超越論的主観性

介

F 匿 葛

-究極目的の第一次的

構成契

1.T

E直 :司

直 二要 -目槙的目的の意味契
1T

A B 形 態 C D

雫聖三雲甲乙雪空三軍 璽 こ 甲

行為規則 目的判断 さらなる目的判

｢Aの時にはBをすべし｣ ｢D/CのためにはC/Bをすべ

A B C D

動 桟 ⇒ 行 為 ⇒ 結 果 - 原 因 ⇒ 結 果

＼-J ＼｣J ＼ -＼ー/ ′

心的法則 自然的社会的法則 自然的社会的法則

｢AがBを/BがCを/CがDを,法則にしたがって惹き起こした｣
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もう一度特攻隊の例で考えみようoCが神風特攻隊員に成って体当りをするこ

とであるとするならば,Dは鬼畜米英艦堺に損害を与えて自国に勝利をもたら

すこと,Bは特攻隊員に成るための一連の手段行為ということになるであろう｡

行為Bに定位した晩 Bは一方で動機Aを原因として因果的に成立してはいる

ちのの,他方でAを目的Cとして未来に向けている｡この意味で未来完了的な

目的は現在完了的な ｢マサニソレデアックトコロノモノ｣でもある｡このA-

Cと相即してA-Bの ｢AだからBをしたiとB-Cの ｢CをするためにBを

すべし｣は折り返しになっている｡ら-Cの可能的行為規則が現実のものとな

るかどうか,つまり行為BがCを実現しうるかどうか自然的社会的法則にかかっ

ているoAからDは,たんなる時間的な因果系列として見られるならばその分

節の仕方は相対的であり,特攻隊志願の動機Aの目的を直接Dにまで求めて短

縮することもできれば,さらに細かく ｢特攻隊の訓練を受け,別離の酒を交わ

し,戦闘機に乗り込み,レイテ島沖に向かって出発し,天皇陛下万歳と叫びな

がら-.･･.｣というように分節することもできる｡だがこのことはB,C,Dが

意志の志向性における作用'･内容 ･対象の区別を無意味にするわけではない｡

分節は,単定立的/多定立的の区別の時と同様,主体の実践的関心に基づく｡

形相的還元を遂行するにあたって目的概念の二義性を指摘しなければならな

い｡目的は普通目的一手段系列において,手段より時間的に後続する事象とさ

れているが,このような日的概念を ｢目標的目的｣と名付け,これとは別に手

段的行為をその夷現 ｢形態｣(カント流に言えば図式/範型) とし,それから

時間的に分離できない (つまりフッサール流に言えば当の断片の非独立的契機

である) ｢理念的目的｣から区別するこきにする｡目標的目的Dを実現しなかっ

た場合,例えば特攻隊によくあることだが,体当りし損なって海中に没した場

合でも,なおCは独立の目的でありうる,つまり遠元されるべき価値が有ると

考えられる｡Cはたんに目標的目的Dの手段であるだけでなく,理念的目的E

の実現形態でもある｡CはDにとって善いだけでなくてEとしても善い｡我々

は先に価値を目的と事象との関係概念であるとしたが,二種類の目的に対応し

て価値も二種類に分けられるO価値はたんにFiir一系列にだけではなく,AIs一

系列にも還元しなければならない.それは ｢勇敢な行為｣｢天皇への忠誠の証

示｣などの高次の (ただLstrukturellにh6herなのであってaxiologischに

h6herなのではない 1)種概念へ包摂されることによってその根拠が遡られる｡
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もしたんにFtir一系列にだけ還元するならば,｢受験勉強は良い学歴のために,

良い学歴は良い就職のために,良い就職は良い結婚と蓄財のために,そしてこ

れは子育てと老後のために,-だがそうこうしているうちに我々は死ぬ｣とい

うニヒリスティクな帰結が生じる｡だがカントが洞察したように,このような

Fur一系列への還元によって得られるのは最終目的であっても究極目的ではな

いのである｡

行為のdasErzeugenの価値とdasErzeugteの価値の区別は,ノエシスと

ノエマの区別ではなくてHandelnとHandlungの区別に相当する｡またHan-

delnとHandlungは,身体行為とその行為の産物の関係にあるものでもないO

身体自体が新陳代謝という行為の産物であ′るし,身体の外部である道具も身休

の機能を果たすので,普通の意味での身体は還元にとって本質的なメルクマ-

ルではないoHandelnとHandlungは,作用と内容という機能的な区別である｡

Handelnという作用は,しかしながらメタレグェルのノエシスーノエマ関係に

おいてはノエマとして名辞化され,個物一種一類の階層を上昇して行く｡種E

はDだけでなく ｢弱いものいじめに抗議する｣をも包摂するであろう｡我々は

前者を無謀と呼び後者を勇敢と呼ぶのは,後者が産出する結果が前者のそれと

は異なって我々のシステムの存立に 《とって良い》からであって,両者が理念

的目的である種Eに包摂される点では (っまりHandlungから区別されたHa,n-

delnとしては),共通である｡価値だけでなく当為もまた還元される｡｢自分

は特攻隊に志願すべきだ｣という個別的指令は ｢帝固臣民-闇値護持ノ義務ヲ

負フ｣なる一般的規則に包摂されるが,しかしその行為規則もまたその当為の

根拠をシステムの維持という目的に還元されるのであるo種一環の階層はフッ

サールが謂う所の実質的アプリオリであって,実質的であるがゆえにその頂点

は複数でありうる (例えばFは ｢自己実現｣とか ｢忠誠｣とか ｢冒険｣とかで,

それ以上還元されないであろう)｡だが超越論的エゴ.コギ トはその複数性を

統一しうる｡この統一性-単一性こそがGの究極目的でありトその定義からし

てただ一つだけであるOノエマの総体からノエシスの給体へのこの超越論的目

的論的還元によって獲得された単一性のゆえに,対立する価値パラダイムは和

解の可能性を得るのであるo

Lかしその単一性は空虚な単一性であってはならず,多様な目的の体系の統

⊥を通しての反照的規定である具体的普遍-超越論的統覚でなければならない｡
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もちろんFの最高次の理念的諸目的が何であるかは,その都度の価値経験の

還元の積み重ねによって修正/確証されるわけだが,ここである程度内容上の

考察をしておく必要があるであろうo①から⑨までの価値の四項図式における

対立する価値地平を還元してみると,- ニーチェに妥協した言い方をすれば-

そこには左上と右下の組合わせによって示される ｢主人の徳｣と右上と左下の

組合わせによって示される ｢奴隷の徳｣が対立していることに気が付 く｡｢人

の徳｣は,臆病に対して勇敢を,卑屈に対して自尊を,無感覚に対して活発も

毒舌に対して寛厚を,小心に対して豪華を,肺抜けに対して厳粛を,機嫌取り

に対して孤高も 卑下に対して真実を,道化に対して裏面E)をvoi･zlehenする｡

これに対して ｢奴隷の徳｣は,無謀に対して慎重を,倣憶に対して謙虚を,報

将に対して節制を,放海に対して倹約%,派手に対して質素を,短気に対､して

温和を,無愛想に対して親愛も 虚飾に対 して正直を,野暮に対 して機知を

vorziehenする｡我々としては,前者の目的を ｢自己実現｣,後者の目的を

｢他者帰属｣と命名しておこう｡自己実現とは他者を蹴落としてエゴを顕示せ

んとする行為であり,そこにおいては他者の苦痛が自分の喜びであり,その喜

びとは生の高揚である｡他者帰属とはエゴを滅して他者との平和な情緒的関係

に埋没しようとする行為であり,そこにおいては他者の喜びが自分の喜びであ

り,その喜びは生の安定である｡

一見多様な精神的目的をこの二つに還元することにいぶかしく思う人もいる

であろう｡我々は決して最初からこのような目的を対日的に意識しているわけ

ではない｡例えばあるフランス通の人は自国の日本文化を軽蔑し,フランス文

化そのものに価値を見出し,フランス文化に精通することに生き甲斐を感じて

いるとしよう｡ところがその人がフランスに留学してフランス人に囲まれるや

否や,突然 ｢日本の心｣だの ｢東洋の禅の精神｣だのといったそれまでに口に

したこともないようなことを口にしたくなる衝動を感じたとしたならば,それ

は彼がそれまでにフランス文化に認めていた超越的価値の妥当性をエポケーし

て,その根拠を問い遡って反省することを彼に動機付けさせるようになる｡す

ると彼は,彼の職場にはイギリス通や ドイツ通のライバルはいても,フランス

通は誰もおらず,したがって自分はフランス通であることにアイデンティティ

を感じていた,と悟るに至る｡かくしてフランス文化への愛好は,自己実現と

いう理念的目的の偶然的な実現形態に過ぎないということになる｡多様な精神
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的目的も対他性の形式においては特殊性と一般性の二つ甲カテゴリーに分類さ

れるのである｡ではこの差し当っては和解不可能な二つの目的はいかにして無

矛盾的に構成されるのであろうか? かく問う時,《涜緯》の問題は 《構成》の

問題へと移行する｡

第二節 超越論的 目的論的構成

ハイデガーは,1927年のマールプルクの講義 『現象学の根本問題』で現象学

的方法の三つ構成要素として還元 .構成 ･破壊を挙げている.-イデガ一によ

れば ｢現象学的還元とは,存在者の極めて特定な把握からその存在者の存在9)

了解 (その非隠蔽性のあり方への企投)へと現象学的視線草向け返すことであ

る｣ (lD)Dもちろんこれはフッサ-ルの現象学的還元とは大きく異Lj:っている

し,また7ツサールの現象学的還元をカントの超越論的涜縛に近付けて改作し

た我々の目的論的還元ともまた異なる｡そこで我々としては複数の還元概念を

一つの根源的な概念にまで還元しなければならない｡フッサールはもともと,

彼の若い時期の師であるワイヤーシュトラ-スやクローネッカーがその一翼を

担っていた ｢算術への還元｣の運動に倣って,数全体を自然数に 《還元》して,

そこから数全体を 《構成》し,基礎付けようとする構成主義的な数学的基礎論

を 『算術の哲学』で展開していた(ll)｡もし後の 『イデーン』で展開される所

謂現象学的遠元の母胎がここにあるとするならば,ハイデダーの革元 ･構成 ･

破壊等も根源的に現象学的方法であると言えるであろうし,派生的なものから

根源的なものへの遠帰という我々の広い語の使い方もかならずLも投概念的な

濫用でもないことになる｡

ハイデガーによれば現象学的遠元によって存在者から存在へと視線を向け戻

すだけではまだ不十分であり,存在を自由な企投において捉えなければならな

い.｢こ申ように所与の存在者をその存在と存在の構造へと企投すること､を,

我々は現象学的構成と名付ける｣ (12)｡現存在はさしあたりたいてい非本来的

吃 (un-eigentllCh-自己に係わらない)世人として "世界"に憩落 している

が,良心の呼び声は現存在の本来的自我を呼び開く｡本来的自我へ向けておの

れを投げる現存在a)了解の参り方が企投に他ならない｡ しかしそれにしても存

在の光のうちTTlと脱我的に立ち出て,民族の歴史的運命の根源としての存在か

ら呼びかけてL(る "声なき声 に聴従し, "死への先駆的決意肘 へとおのれ
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を企投する我々の特攻隊且は (あるいはナチスの突撃隊員は),はたして良心

の呼び声を正しく聞き取っているだろうか? 意味と価値を正しく見定めるた

めには,我々はむしろSeinを突き抜けてSubjekt- とSelendesを還元すべき

ではないだろうか?

本邦の和辻哲郎は,Seiendesを ｢表現｣,Seinを ｢人間存在｣に置き替えて,

-イデガtの還元 ･構成 ･破壊という現象学的方法を自分の ｢人間の学として

の倫理学｣のための解釈学的方法へと批判的に改作しようとする｡｢主体的な

人間の存在はただその表現において (すなわち現象において)のみ接近し得ら

れるがゆえに,我々はまず表現を捕え,その解釈によって存在を理解しなけれ

ばならないD人間存在の表現はすでにその了解に充たされている｡だからその

了解の自覚によって理解が得られる｡その理解の道は表現からして表現せられ

た人間の存在へ還って行くのである｡それは人間存在への解釈学的還元と呼ば

れてもよいであろう｣ (13)Oそして逆に人間存在から表現へと視線を向け戻 し

て,表現 (現象)を人一間の実践的行為的関連の契機として自覚することが解

釈学的構成である｡和辻によれば,｢存在｣の ｢存｣は主体の時間的動的な自

己把持を,｢在｣はその主体が空間的に (但し空間の空は仏教用語で実-実体

に対する関係のこと)対地的実践的交渉の中にあることを意味している｡空と

空との間,時と時との間,人と人との問の理法の解釈学的理解が倫一理学なの

である｡和辻は人間存在を具体的には歴史性と風土性として 《構成》するのだ

が,実はここに彼の-イデガー批判が込められている｡｢もちろん-イデッガ一

においても空間性が全然顔を出さないのではない｡HLかしそれは時間性の強

い照明のなかでほとんど影を失い去った｡そこに自分はハイデッガーの仕事の

限界を見たのである｡空間性に即せざる時間性はいまだ真に時間性ではない｡

ハイデッガーがそこに留まったのは彼のDaseinがあくまでも個人に過ぎなかっ

たからである0枚は人間存在をただ人の存在として捕えたoそれは人間存在の

個人的 ･社会的なる二重構造から見れば,単に抽象的なる一面に過ぎぬ｡そこ

で人間存在がその具体的なる二重性において把促せられるとき,時間性は空間

性と相即し乗たるのである｡ハイデッガーにおいて充分具体的に現れて来ない

歴史性も,かくして初めてその真相を呈露する｡とともに,その歴史性が風土

性と相即せるものであることも明らかとなるのである｣(川｡ この歴史性と風

土性の相即から国民的当為,すなわち国民が "当こ為スベキ"行為が説かれる
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ようになる｡太平洋戦争における日本国民の世界史的使命を論 じ,｢E】本の臣

道｣と題して説教を垂れた和辻にとって特攻隊はさぞ勇敢に見えたことであろ

う｡ ドイツ民族の生命圏の拡大も大東亜共栄圏の建設も五十歩百歩である｡

戦後ハイデガーは教職を追放され,和辻も次のような ｢反省｣を強いられる

ようになる ｢太平洋戦争の敗北によって近代日本を担ってゐた世界史的地位

は潰威したOかゝる悲惨なる運命を招いたのは,理智に対する蔑視,偏狭なる

狂信,それに基づく人倫への無理解,特に我国の任ふ世界史的意義に対する恐

るべき誤解などのためである｡我々はこの苦しい経験を無意義に終わらせては

ならぬ｡平和国家を建立し,文化的に新しい発展を企図すべき現存の境位に於

て,何よりも先ず必要なのは,世界史の明かなる認識の下に我々のEg家や民族

性や文化を反省することである｣ (15)｡問題はその ｢反省｣である｡ もし世界

史の明かなる認識の下に我々の国家や民族性や文化を哲学的に反省しようとす

るならば,その ｢反省｣は超越論的反省でなければならない｡平和国家を建立

し,文化的に新しい発展を企図すべきなら,今ここでもう一度カントの永遠平

和論や歴史哲学が読み返されなければならないであろう｡

｢通俗的な人倫の世間智から人倫の形而上学へ｣｢人倫の形而上学から純粋

実践理性の批判へ｣(16)と 《還元》したカントは,ノどのように､目的の国を 《構

成》したのであろうか? カントは倫理学を純粋実践理性の目的の体系と定義

したが,その際当為となる ｢同時に義務でもある日的｣とは何であるか?｢そ

れは自分の完全性と他人の幸福である｡これをひっくり返して,一方で自分の

幸福を,他方でそれ自体において他の人格の義務であるところのその他人の完

全性を目的とすることはできない｣ (17)｡なぜなら自分の幸福は全ての人が自

然と傾向性にしたがって求めるものだから義務には成りえず,また他人の完全

性を自分の義務とすると,その人は意志の他掛 こ陥って完全ではなくなるので,

これも義務とは成りえないからである｡この二つの目的はただ次のような 《体

系》において間接的にその実現が期待できるだけである:

自分の完全

†

自分の幸福

他人の完全

†

他人の幸福
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自分の完全性と幸福という徳福一致の可能性は他者を媒介とし,それにcon-

tingent(依存的-不確定的-地平的)である｡この徳論の目的の体系は法論

における次のような体系に対応している:

自分の義務

†

自分の権利 × ≡:≡≡≡_

この構図は一人称単数的ではあるが,相互に義務を遂行するならば一人称複数

の徳福一致が期待できるし,またそれが実践理性の統制的原理に成るわけであ

る : 自分の道徳†自分の幸福×…………≡
これがカントが究極目的と考える理性の自己実現である｡

我々もカントのモデルに便乗して 《構成》を行おう｡アメリカの社会心理学

者マズローは,欲求を①生理的欲求 ②安全欲求 ③帰属と愛情の欲求 ④尊

敬欲求 ､⑤自己実現欲求に分現してこの順に階層を成す.つまりある次元まで

の欲求が充足されるとより高次の欲求の充足へと関心が上昇して行くと主張す

る(18)｡欲求と目的は作用と内容の関係にあるので,③と⑤は,前の節で指摘

した ｢他者帰属｣と ｢自己実現｣の目的に対応していると言える｡④は自己実

現に算入される｡①と②はシェーラーの言う快楽価値と生命価値の区別に対応

しているO本来的には,快楽価値は生命価値というdasErzeugteのdasErze

ugenの価値として付随する｡例えば空腹を満たすことはその個体の生を再生

産する帰結を生むが,それとは別にその行為は味覚の快を伴っているし,また

その快を享受しようとすることによって合目的的に生が促進される｡同じよう

な例を挙げれば,性欲を満たすことは超個体的な生を再生産する帰結を生むが,

それとは別にその行為は独特の快を伴っているし,またその快を享受しようと

することによって合目的的に生が促進される｡快楽価値と生命価値は必然的な

結合関係にはないから,とりわけ人間においては,快楽価値が生命価値から遊
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離して自己目的化する｡それは健康にとっては却って有害な噂好品や,生殖を

目的としない快楽のための快楽,シェーラーの言い回しを用いれば ｢"しずく

をなめる"年老いた酒飲みやエロチックな領域でのこれに窺した現象が実例を

示しているところである｣(19)｡そういう作用の自己目的化は他者帰属や自己

実現などの精神的目的にも見られる｡これらは本来,肉体的な目的の充足 (労

働)の仕方を通して示される精神作用の形式で,

自分の精神的目的

†

自分の肉体的目的×

全体の精神的E]

†

全体の肉体的目

という体系的関連において合目的的に充足されるoLかし社交会などの種々の

懇親会 (他者帰属)･Lコンクールなどの種々の競技大会 (自己実現)に見られ

るように,それらは労働という本来的な全体関連から分離して自己目的化され

うる｡､狩猟や戦争といった生の合目的的活動からスポーツ (sport-ふざけ ･

娯楽)や冒険のための旅行が,収穫のための宗教的儀礼からお祭りや音楽や芸

術が,自然認識の探求からパズルやクイズなどの娯楽が生じてくる｡これらの

Splelは,派生的であるからといって価値がないわけではなく,そ'の追求はむ

しろその純粋さにおいて目的合理的行為でありうる｡

我々が前節から持ち越した問題書も 自己実現と他者帰属をどのように調和さ

せるかであった｡両者はIdealtypusであって,どちらか一つしか持たない人

はまずいない｡たいがいの人はある集団を自己同一 して,その集団の成員と

《他者帰属》し,その集団の 《自己実現》を自分の自己実現とする｡これは巧

妙な調和のさせかた(川 であるが,この両立が愛郷心 ･愛校心 ･愛社心 (."El

本株式会社"への?)･愛国心と進んで行くと本節で問題にしたファシズムに

まで先鋭化する｡全体を物象化するファシズムは,たんに帝国侵略を受ける集

団外部の諸目的のみならず,帝国臣民の諸目的までを抑圧するようになる｡そ

れゆえ自己実現は個人レグェルで考えなければならない｡他者帰属的自己実現

という安直なアマルガムの路線を走ることなく,コスモポリタンな立場から自

他の目的の体系を構成し,その構成を通して自己を実現するというのがカント

の理念であった｡自分の特殊性は,かえって自分とは異なる他者の特殊性を前
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捉しており,自他の特殊性の相互承認という形で他者帰属と両立 しうる(21)0

特殊性と一般性は,具体的普遍-人倫において止揚されるのである｡

第三節 超越論的 目的論的破壊

破壊とは ｢伝承され,差 し当っては必然的に使わなければならない諸概念を

そこからそれらが汲み申られてきた源泉へと批判的に解体すること｣(2ま'であ

る.破壊は決して伝統を無に帰すといった消極的tj:意味を持つものではなく,

｢逆に伝統をその積極的な可能性において,同じことだがその限界において境

界線を画定するはずである｣(23)｡ ここで破壊されるべき ｢伝家された概念｣

は,フッサールにおける地平であり,シェーラーにおける価値の階層であり,

広く言って現象学者の言う本質直観/受動的組合である｡

現象学者はイデアールにansichselendな意味/価値の本質直観を説 くが,

超越論的哲学にとって重要なのは,そのような自己同一的な意味/価値の直観

ではなくて,それがおのれとは異質的な意味/価値へと超越することの認識

であるということはこれまでに繰り返してきた通りである｡自分の知のシステ

ムに矛盾を見出すこと,これと原理的に同じことだが,私と他者との間に判断

の不一致が生じること,このことが超越論的反省-基礎付けを動機付けるので

あった｡しかしそのような矛盾は,以前のカントの用語で言えば,可能的矛盾

[Widerspruch:p･～p]ではなくて現実的対立 [Wlderstand:(S･p)･
(S･～p)コでなければならない｡ある可能的述語にその反対の述語がある

こと,例えば ｢有罪である｣に対して ｢有罪でない｣があることは分析的に可

能であり,そこに何の問題もない｡｢有罪でありかつ有罪でない｣は矛盾であ

るから問題ではあるが,まだ可能的問題に過ぎないので,我々は ｢そのような

矛盾が生じた時には,それを回避すべく知のシステムを修正しなければならな

い｣､と言って済ましていられるD我々には何も悩むところはない. ところが,

また太平洋戦争から例を採るが,現実に ｢東条英機は有罪でありかつ有罪では

はない｣という判断が帰結するや否や,づまり,G.冗.Q.の硬派は処刑を主張

し,軟派は釈放を訴えるなら,我々はその解決に苦しむことになるでrあろう｡

有罪であるか否かは東条英機の戦前の行為から判断しなければならないのだが,

そこでは価値述語の分析的論理的自己同一的関係ではなくて,価値と事実の実

質的総合的な関係が問題となる＼｡



価値的対立の超越論的目的論的還元 81

Nノ ､ルトマンは,倫理学で重要なのは価値と反価値の矛盾関係ではなくて

価値と価値の対立関係であると言うが(24),これはもっともである｡ もし例え

ば正義に価値があるのなら,その否定概念たる不正義に価値がないということ

は分析的に真であるD種における論理的対立ではなく,種と種との事実的対立

が問題なのである｡ところが-ルトマンの語法からすれば,正義は価値という

類の一つの種であり,善のような純粋な価倖語とは異なって価値的ならざる記

述的内容 (法律/規範にかなっている)を持ち,そしてこれが他の徳目との種

差を成す｡だから具体的状況における他種の価値との葛藤解決には,この記述

的内容の分析が鍵輸となるDハルトマンは,愛と正義の葛藤を持ち出す(25)が,

その対立は価値的二項性と事実的二項性の交差によって,次のような噂 的分

節を成す :

[lww:;∃ 芸寛芸X 票正喜 E:こて三]S]

註 : W- Wert,S - einwertrreier

Sachverhalta.h.Rechtmaβigkeit.

この対立において正義と不正義,寛容と不寛容はそれぞれ純粋な論理的関係で

問題はない｡これに対して正義と寛容は価値,不正義と不寛容は反価値という

共通地平における二つの種である0-万の肯定は他方の否定になり (正義とし

ての寛容や不正義としての不寛容の可能性は仮定によって排除される),また

二つとも否定することも不可能である (なぜなら何もしないことは寛容または

不正義になるのだから)ため,両者の対立はperseにはそうではないが,per

accidensには矛盾対立である｡次に縦の対立を見てみると,正義の不寛容は

規範遵守の強要,不正義は規範不遵守の許容という共通地平上の価値的矛盾対

立である｡縦の対立の解決は横の対立の解決のratioessendiであり,後者は

前者のratiocognoscendiである｡

法律/規範の厳格な適用が善いか悪いかは,もちろんそのつどの状況 (行為

連関-目的連関)による｡法律/規範はしばしば成定されたときの合目的性を

離れて自己目的化し,人間の目的を抑圧することがあるので,法律/規範遵守
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が常に善いわけではない｡G.H.Q.の硬派は世界平和と正義 (復讐による秩序

の回復)を理由に戦犯の処刑を主張し,軟派は天皇を処罰せずにその ｢貯臣｣

だけを処罰するのはナンセンスだとして ｢寛容｣を主張するO結局極東国際軍

事裁判は東条英械以下23名のA級戦犯を処刑した｡｢勝てば官軍｣なのであっ

て,このVorziehen-Nachsetzenは日米間の権力闘争の帰結に過ぎない｡天皇

が処罰されなかったの.は.日本の共産主義化を防止しようとする米帝の対ソ牽

制の政治的政策に他ならない.価値のVo工Ziehen-Nachsetzenは, したがって

価値の階層は.人一間から離れたイデアールな存立ではなくて,むしろ人一問

の権力闘争の構造そのものに他ならない｡｢私がある行為/価値を選択する｣

ことと ｢私が他者と闘争する｣ことという一見何の関係もないように見える二

つの行為が,論理的に相互に反転する関係にあることを以下に示そうD

闘争とは二つの意識主体が,希少財の獲得をめぐって相互に他者を排除しよ

うとする行為である｡意識主体は,個人であっても集団であってもよい.また

三つ以上の主体が闘争する場合もあるが (例えばbellumomnium contraom-

nes),その場でも一つの主体から見れば ｢自分と敵｣という二項対立を成 し

ている｡なお闘争は目標が同じであるがゆえに生じるのであって,目的までが

同じである必要はない｡例えば部族Aは耕作のためにある土地を欲し,部族B

はその土地を祭式のために欲して闘争するというようなことがありうるからで

ある｡

船が沈没してAとBが一人しか乗れない木片をめぐって闘う場合を考えてみ

よう｡二人の行為,つまり ｢A助かる｣｢B助かる｣は ｢木片に乗って溺れず

にすむ｣という共通頬の二つの種である｡｢A助かる｣と ｢A溺れる｣,｢B助

かる｣と ｢B頼れる｣は論理的な矛盾関係であって,一方の否定は他方の肯定

につながる｡これに対して ｢A助かる｣と ｢B助かる｣は,｢正義｣ と ｢愛｣

がそうであったように,ansichには対立しないのだが,状況次第では対立関

係,さiらには矛盾関係にまで先鋭化する｡かくしてAの関心は自分が生き延び

ることから相手を突き落とすことへと変化するわけだが,その対立状況は次の

ようなものであるニ

[～[: :;∃ 三…;芸三るx ≡…芸 三る E:二二 ]S,
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Aはもちろん [W･S一十～W･～ーS],Bは ｢,～wlSr-W･～S] とい

う価値バースペクテイヴに立っている｡この四肢的分節における縦および槙の

対孟は,いずれも人称的差異に基づく｡-

選択において選択肢が全く同じものなら選択する必要はないが,選択肢が全

く違う地平にあるものならばそれもまた選択には成らない｡闘争に関しても,

全く同じ主体は対立しないが,全く違うことを目指している主体は対立しない,

と言うことができる｡闘争は共通目槙という地平での矛盾として可能である｡

そもそも矛盾は,二つの述語Pと～Pが同一主語Sに帰属させられることによっ

て生じるのであって,あるものがPでありまた別のものが～Pであるというこ

とは矛盾ではないOこの判断間の矛盾と主体間の闘争をダイナミックに統合す

るためにも,ヨーロッ,Tt'言語においては主体と主語が同一語であることを想定

しなければならないC主体がある主語にある記述を帰属させることによって,

その帰属行為が述語として主体に帰属するoそしてこのことは主体が (メタ文

法的な)主語に帰属-服従する 《TheSub]'ectissubjecttothesubJect.》と

いうことである｡

もう一度太平洋戦争の例に戻ろうO日本の東条内閣が ｢連合軍｣なる主語に

対して ｢打倒すべし｣という述語を帰属させることによって ｢枢軸国側｣とい

う述語が帰属主体としてのEl本に帰属する.述語へと客体化された日本は,

｢太平洋戦争｣という主語-地平において,｢連合国側｣と矛盾関係におかれる,

?まり太平洋の覇権という希少財をめぐって連合国側と闘争状態に入る｡権力

秩序は連合国側を選択し,そしてこのように連合国側が選択されることが東条

英機等の処刑を選択することなのである｡

ある状況である行為を選択することは,その行弟システムによって選択され

ることである｡私が合格した大学A,B,Cの中からA大学を選ぶ過程は,同時

に相互に闘争状態にある受験生A,B,Cの中から私Aが選ばれる過程でもあり,

その結果受験戦争は,システムの方から見れば行為の闘争でもあるわけである｡

選択行為-闘争行為-行為選択-行為闘争である｡.休日に海に行こうか山に行

こうか考えているという一見闘争とは関係のないのどかな状況を考えてみよう｡

その背後にはしかし顧客を引き寄せようとする観光業者の間の闘争がある｡山

態に入ることであり,予約が取れたということは私が選択されたということで
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もある｡倫理学は ｢私は何をすべきか9｣の問いに答える学であるが,和辻哲

郎が言うように,それはまた人一間の間主観的存在の理法についての学でもあ

る｡個人的な行為の選択が等根源的に対他的な闘争でもあるという我々の結論

は,倫理学のこの両義性をよく示していると言えるのではないだろうか｡

認識が,意識の選択 (真のVorzlehenと偽のNachsetzen)ないし価値の選

釈 (善のVor芝iehenと偽のNachsetzen)であり,このような知のシステムに

おける 《選択すること》が人一間のシステムにおける 《選択されること》-闘

争であるとするならば,超越論的目的論とはかかる闘争の目的論的-予定調和

的調停の学であると言える｡ フッサールは認識の真/偽を人一問の身体知覚シ

ステムの正常/異常に求め,知覚における真理の開示を先述定的な生-Ⅹによ

る受動的総合とみなし,シェ-ラーもまたレディ･メイドの価値の階層の受動

的直観の立場に甘んじた｡我々はこれら現象学者たちの物象化的錯視を過机

かのⅩを再びSubjektとして捉え,カント以来の超越論的哲学の伝統を顕揚 し

た次第であるO
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